
内
閣
衆
質
一
五
九
第
一
五
〇
号

平
成
十
六
年
八
月
五
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
川
内
博
史
君
提
出
光
学
的
記
録
媒
体
の
耐
用
性
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
五
日
受
領

答
弁
第
一
五
〇
号



衆
議
院
議
員
川
内
博
史
君
提
出
光
学
的
記
録
媒
体
の
耐
用
性
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
国
立
公
文
書
館
等
」
と
は
、
独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
等
国
の
行
政
機
関
の
保
管
に
係
る
歴
史
資
料
と

し
て
重
要
な
公
文
書
等
に
つ
い
て
移
管
を
受
け
て
保
存
す
る
機
関
を
指
す
も
の
と
考
え
る
が
、
か
か
る
機
関
と
し
て
は
、
独

立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
の
ほ
か
、宮
内
庁
書
陵
部
及
び
外
務
省
大
臣
官
房
総
務
課
外
交
史
料
館
が
挙
げ
ら
れ
る
と
こ
ろ
、

こ
れ
ら
の
機
関
に
係
る
お
尋
ね
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
に
お
い
て
所
蔵
す
る
資
料
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
光
デ
ィ
ス
ク
に
記

録
し
、
保
存
す
る
こ
と
は
行
っ
て
い
な
い
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

宮
内
庁
書
陵
部
及
び
外
務
省
大
臣
官
房
総
務
課
外
交
史
料
館
に
お
い
て
所
蔵
す
る
資
料
（
以
下
「
所
蔵
資
料
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
一
部
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
光
デ
ィ
ス
ク
に
記
録
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
、
同
一
の
所
蔵
資
料

を
記
録
し
た
光
デ
ィ
ス
ク
を
複
数
枚
作
成
し
て
い
る
。
ま
た
、
当
該
所
蔵
資
料
に
つ
い
て
は
、
保
存
の
た
め
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ

ル
ム
又
は
写
真
フ
ィ
ル
ム
に
も
記
録
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
所
蔵
資
料
を
記
録
し
た
光
デ
ィ
ス
ク
に
つ
い
て
は
、
品

質
の
劣
化
を
防
止
す
る
た
め
、
温
度
及
び
湿
度
を
適
切
に
管
理
し
た
場
所
で
保
存
し
て
い
る
が
、
仮
に
品
質
の
劣
化
に
よ
り

一



光
デ
ィ
ス
ク
に
記
録
し
た
所
蔵
資
料
に
係
る
情
報
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
当
該
所
蔵
資
料
を
記

録
し
た
他
の
光
デ
ィ
ス
ク
又
は
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
若
し
く
は
写
真
フ
ィ
ル
ム
を
利
用
し
て
、
同
一
の
光
デ
ィ
ス
ク
を
再
度

作
成
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

光
デ
ィ
ス
ク
に
つ
い
て
は
、
記
録
さ
れ
た
情
報
の
読
取
り
等
が
レ
ー
ザ
ー
光
に
よ
り
行
わ
れ
る
た
め
、
光
デ
ィ
ス
ク
と
情

報
の
読
取
り
等
の
た
め
に
用
い
る
装
置
と
が
物
理
的
に
接
触
す
る
こ
と
が
な
く
、
原
則
と
し
て
、
情
報
の
読
取
り
等
に
伴
う

摩
耗
及
び
損
傷
が
生
じ
る
こ
と
は
な
い
が
、
他
方
、
光
デ
ィ
ス
ク
の
使
用
状
況
、
保
管
状
態
等
に
よ
っ
て
は
、
短
期
間
の
う

ち
に
、
光
デ
ィ
ス
ク
自
体
の
変
形
、
反
射
層
の
酸
化
等
に
よ
り
、
記
録
さ
れ
た
情
報
の
読
取
り
が
で
き
な
く
な
る
可
能
性
が

あ
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

光
デ
ィ
ス
ク
の
製
造
業
者
等
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
問
題
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
、
消
費
者
に
対
し
て
、
光
デ
ィ

ス
ク
を
高
温
多
湿
の
環
境
下
に
放
置
し
な
い
こ
と
、
ボ
ー
ル
ペ
ン
等
で
光
デ
ィ
ス
ク
に
文
字
等
を
書
き
込
ま
な
い
こ
と
な
ど

使
用
上
及
び
保
管
上
留
意
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
、
注
意
喚
起
を
図
っ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

政
府
と
し
て
は
、
製
造
業
者
等
に
よ
る
注
意
喚
起
に
従
っ
て
光
デ
ィ
ス
ク
が
使
用
さ
れ
、
及
び
保
管
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

二



問
題
の
発
生
が
相
当
程
度
防
止
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
お
り
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
製
造
業
者
等
に
よ
る
注
意
喚
起
以
外
に
、

特
段
の
対
応
が
必
要
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。

三


